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行動計画における主な対策（発生段階別）(行動計画P16～32)

対策の基本項目 (行動計画P8～10)
○国・県からの発生状況等の情報収集
○市民への適切な情報提供と関係機関との情報共有
○まん延の防止、外出や集会の自粛等の要請、特定接種の実施の
　協力、住民接種の実施
○帰国者・接触者相談センターの周知及び臨時医療施設の設置等
○市民生活・経済の安定に関する対応

江南市新型インフルエンザ等対策行動計画　概要版

策定の経緯 (行動計画P1～2)
 平成24年5月に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が制
定された。平成25年6月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計
画」を策定し、愛知県でも平成25年11月に「愛知県新型インフル
エンザ等対策行動計画」が策定された。
 江南市においても「江南市新型インフルエンザ等対策行動計画」
を作成する。

行動計画の目的 (行動計画P3)
○感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる
○市民生活に及ぼす影響が最小となるようにする

国内発生早期 国内感染期

緊急事態解除宣言

○緊急事態解除宣言により「江南市新型イ
　ンフルエンザ等対策本部」廃止

○市事務局連絡会議
○市対策連絡部

国・県の動き

患者が発生してい
ない状態

患者が発生してい
るが、患者の接触
歴を疫学調査で追
える状態

患者の接触歴が疫
学調査で追えなく
なった状態

○国・県からの発生情報を収集
○学校、幼稚園、保育園(所)、社会福祉
　施設等での欠席者状況等の把握

(1)実施体制

○国・県からの発生情報と対策等情報を
　収集
○学校、幼稚園、保育園(所)の欠席者等
　の状況、社会福祉施設等での状況の把
　握

○流行第二波に備え、県内感染期の対策
　を継続

○緊急事態宣言に伴い、「江南市新型インフルエンザ等対策本部」設置○「江南市新型インフルエンザ等対策本
　部」設置準備

○市事務局連絡会議
○市対策連絡部

○国・県と連携し、通常の医療体制に戻す

○市対策本部
○市事務局連絡会議
○市対策連絡部

○流行第二波に備えた感染予防とまん延防
　止策の徹底及び住民接種の継続
○社会活動等の制限の解除

(3)情報提供・共有 ○新型インフルエンザ等の基礎
　知識、 標準予防策の市民への
  情報提供

○新型インフルエンザ等の基礎知識、標
　準予防策、受診方法等の市民への情報
　提供・相談窓口の設置

(2)サーベイランス
　 (発生動向の調査)・
　情報収集

○体制の整備及び関係機関との
　連携強化

○市事務局連絡会議
○市対策連絡部

○国、県からの情報を収集する
○学校、幼稚園、保育園(所)等
　における季節性インフルエン
　ザ等の発生状況の注視

(6)市民生活の安定の確保 ○要支援者の把握
○食料品確保等の市民への周知
○火葬場の火葬能力の把握等

○要支援者等の生活支援、搬送等具体的
　対応の検討
○食料品確保等の市民への周知・事業者
　へ事業活動の自粛等の周知

○要支援者等の生活支援、搬送等具体的
　支援体制の確保・実施
○食料品確保等を市民自ら備蓄に努める
　よう奨励
○水の安定供給
○火葬の適切な実施のため関係部署の連
　絡調整

○要支援者への生活支援、搬送等の対応
○水の安定供給
○市民・事業者に省エネ等協力要請
○火葬の適切な実施のため関係部署の連
　絡調整

○海外発生期の対策を継続しつつ、患者
　等の増加により一般の医療機関での診療
　体制を呼びかける

○流行第二波に備えた情報提供
○相談窓口の縮小

(4)予防・まん延防止 ○感染予防対策の啓発
○衛生資器材の確保
○特定接種、住民接種の実施体
　制の構築

○学校、幼稚園、保育園(所)、社会福祉
　施設等での感染予防策の周知及び事業
　所に感染予防対策を勧奨
○国・県と連携し、特定接種の実施
○住民接種の準備

患者の発生が減少し、低い水準でと
どまっている状態

県対策本部幹事会 国対策本部及び県対策本部設置 緊急事態宣言

○未発生期の対策を継続しつつ、帰国者
　情報を必要に応じ収集

○市民への情報提供をし、混乱防止を図
　る。学校を通じ、保護者に感染予防対
　策や臨時休校等の対応を周知する
○相談窓口の実施

○県内未発生期の対策を継続する
　

○感染予防とまん延防止策の強化
○市が主催する催事の延期や集会等の自
　粛の協力の呼びかけ
○住民接種の開始

○感染予防とまん延防止策の徹底
○事業所等に感染予防策、拡大防止策の
　呼びかけ
○公共施設の臨時休業の実施
○住民接種の実施

基
本
項
目
ご
と
の
主
な
対
策

○要支援者等の生活支援の縮小

(5)医療 ○帰国者・接触者相談センター
　等の準備協力

○帰国者・接触者相談センター及び帰国
　者・接触者外来の設置を周知

○海外発生期の対策を継続する
　

２ 海外発生期 
３ 県内未発生期 

１ 未発生期 
３ 県内発生早期 ４ 県内感染期 

５ 小康期 

(行動計画P4～6) 

流行規模及び被害の予測 
 

・ 受診患者数   10,090 ～ 19,500人 

・ 入院患者数   418 ～ 1,555人 

・ 死亡者数    129 ～ 488人 

・ 「全人口の約２５％がり患し、流行が 

   約８週間程度続く」 


